
報告第１号 

 

 

 

専 決 処 分 報 告 

 

 

 

 次の事件は、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のように専決処分し

たので、同条第３項の規定により市議会に報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年５月１６日提出 

 

 

 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    

 

 

 

 

記 

 

芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

処分理由 

 

 地方税法の一部改正に伴い、新基準原付バイクに係る軽自動車税種別割の税率を定

める等のため、芦屋市市税条例の一部を改正する必要が生じたが、特に緊急を要し、

議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであったため。 
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専決第１号 

 

 

 

   芦屋市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 別紙のように、芦屋市市税条例の一部を改正する条例を制定することについて、地

方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分する。 

 

 

   令和７年３月３１日 

 

 

 

芦屋市長 髙 島  崚 輔    
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市市税条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市市税条例（昭和５９年芦屋市条例第２４号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については、次のとおりとする。 

(1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

(2) 改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。 

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 
 

改正後 改正前 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第９３条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の

税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第９３条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の

税率は、１台について、それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が

０．６キロワット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除

く。） 年額 ２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が

０．６キロワット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 

年額 ２，０００円 

イ 二輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、

０．０９リットル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）

又は定格出力が０．６キロワットを超え、０．８キロワッ

ト以下のもの 年額 ２，０００円 

イ 二輪のもので、総排気量が０．０５リットルを超え、

０．０９リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワ

ットを超え、０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０

００円 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ

最高出力が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，００

０円 
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改正後 改正前 

エ 二輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるも

の（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．８キロ

ワットを超えるもの 年額 ２，４００円 

ウ 二輪のもので、総排気量が０．０９リットルを超えるも

の又は定格出力が０．８キロワットを超えるもの 年額 

２，４００円 

オ （略） エ （略） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第９８条 （略） 第９８条 （略） 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項（同項第３号については、第３号

から第７号までを除く。）を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は、納

期限までに、次に掲げる事項（同項第３号については、第３号

から第７号までを除く。）を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 軽自動車等を運転する者の道路交通法（昭和３５年法律第

１０５号）第９２条の規定により交付された運転免許証又は

同法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以

下この号において「免許情報記録」という。）の番号、運転

免許の年月日、運転免許証又は免許情報記録の有効期限並び

に運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件 

(7) 軽自動車等を運転する者の道路交通法（昭和３５年法律第

１０５号）第９２条の規定により交付された運転免許証の番

号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許証の種類及び条

件が付されている場合にはその条件 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カード（道路交

通法第９５条の２第４項に規定する免許情報記録個人番号カー

ドをいう。）を提示したときは、当該免許情報記録個人番号カ

ードに記録された特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規

定する特定免許情報をいう。）を確認するために必要な措置を

受けなければならない。 

 

４ （略） ３ （略） 

５ （略） ４ （略） 

附 則 附 則 
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改正後 改正前 

（読替規定） （読替規定） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項、第１５項から第

１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項若しく

は第３１項から第３３項まで、第１５条の２第２項又は第１５

条の３の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１

４２条第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３

項又は附則第１５条から第１５条の３まで」とする。 

２ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３項、第１５項から第

１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第２７項、第３

１項から第３４項まで、第３７項若しくは第３８項、第１５条

の２第２項又は第１５条の３の規定の適用がある各年度分の都

市計画税に限り、第１４２条第２項中「又は第３３項」とある

のは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３ま

で」とする。 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けよ

うとする者がすべき申告） 

第１６条の３ （略） 第１６条の３ （略） 

２～１２ （略） ２～１２ （略） 

１３ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マ

ンションに係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書

の提出がなかつた場合においても、マンションの管理の適正化

の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第５条の２

第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９

の３第２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各

号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンションが法

附則第１５条の９の３第１項に規定する要件に該当すると認め

られるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を

適用することができる。 

 

１４ （略） １３ （略） 

１５ （略） １４ （略） 

１６ （略） １５ （略） 

 

附 則 
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（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の芦屋市市税条例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年

度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第９３条（第１号に係る部分に限る。）の規定は、令和７年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適

用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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参 照 

 

 

   芦屋市市税条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  地方税法の一部改正に伴い、新基準原付バイクに係る軽自動車税種別割の税率を

定める等のため、所要の改正を行ったもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 軽自動車税 

ア 原動機付自転車のうち、二輪のもので、総排気量が１２５ｃｃ以下で最高出

力を４．０ｋＷ（現行の原動機付自転車の５０ｃｃ相当）以下に制御したバイ

ク（新基準原付バイク）に係る軽自動車税種別割の税率を年額２，０００円と

する。（第９３条関係） 

 

イ 身体障害者等が所有する軽自動車等の種別割の減免申請におけるマイナ免許

証の取扱い（第９８条関係） 

(ｱ) 軽自動車等の種別割の減免について、免許情報記録個人番号カード（マイ

ナ免許証）の免許情報記録の番号、運転免許の年月日及び免許情報記録の有

効期限並びに運転免許の種類及び条件を申請書に記載する方法も可能とす

る。 

(ｲ) マイナ免許証を提示したときは、当該マイナ免許証に記録された特定免許

情報（※）を確認するために必要な措置を受けなければならない。 

※ 特定免許情報とは、免許情報記録の番号、免許の年月日及び有効期間の

末日、免許の種類、運転免許の条件並びに免許を受けた者の写真その他公

安委員会が必要と認める事項をいう。 

 

(2) 固定資産税 

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減

額措置について、マンションの管理組合の管理者等から定められた期間内に必

要書類等の提出があり、減額措置の要件に該当すると認められるときは、区分
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所有者から減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても当該減額措

置を適用できることとする。（附則第１６条の３関係） 

 

(3) その他規定の整理 

 

３ 施行期日等 

(1) 令和７年４月１日 

(2) 固定資産税に関する経過措置 

   改正後の固定資産税に係る規定は、令和７年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

(3) 軽自動車税に関する経過措置 

   ２(1)アの規定は、令和７年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適

用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 
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